
 

 

 

 

 

 

  第 ２ １ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 実 施 に 関 す る 条 例  
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新 宿 区 条 例 第  号  

 

新 宿 区 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 実 施 に 関 す る 条 例  

 

 （ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 1 6 4 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 3 4 条 の 1 5 第 1 項 の 規 定 に よ る 新 宿 区 （ 以 下

「 区 」 と い う 。 ） に お け る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 （ 新 宿 区 乳 児 等 通

園 支 援 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 （ 令 和 7 年

新 宿 区 条 例 第 4 5 号 ） 第 1 条 に 規 定 す る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を い

う 。 以 下 同 じ 。 ） の 実 施 に 関 し 、 別 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な

事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 実 施 場 所 ）  

第 2 条  区 長 は 、 新 宿 区 規 則 （ 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） で 定 め る 場

所 に お い て 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 実 施 す る も の と す る 。  

 （ 利 用 区 分 ）  

第 3 条  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 利 用 区 分 は 、 次 の と お り と す る 。  

⑴   日 ご と の 単 位 に よ る 利 用  

⑵   時 間 ご と の 単 位 に よ る 利 用  

 （ 利 用 時 間 ）  

第 4 条  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 利 用 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で

の 日 の 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で と す る 。  

 （ 休 業 日 ）  

第 5 条  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 休 業 日 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  日 曜 日 及 び 土 曜 日  

 ⑵  国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律（ 昭 和 2 3 年 法 律 第 1 7 8 号 ）に 規 定 す

る 休 日  

 ⑶  1 2 月 2 9 日 か ら 翌 年 の 1 月 3 日 ま で の 日 （ 前 号 に 掲 げ る 日 を

除 く 。 ）  

 （ 利 用 で き る 者 ）  

第 6 条  乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 利 用 す る こ と が で き る 者 は 、 出 生 の

日 か ら 6 月 を 経 過 し た 乳 児 （ 法 第 4 条 第 1 項 第 1 号 に 規 定 す る 乳

児 を い う 。）又 は 幼 児（ 同 項 第 2 号 に 規 定 す る 幼 児 を い う 。）（ 第

1 号 、 第 2 号 若 し く は 第 4 号 に 掲 げ る 施 設 に 入 所 し 、 又 は 第 3 号

に 掲 げ る 事 業 に よ る 保 育 を 受 け て い る 者 を 除 く 。）で あ っ て 、3 歳



に 達 す る 日 以 後 の 最 初 の 3 月 3 1 日 ま で の 間 に あ る も の （ 区 長 が

別 に 定 め る 者 を 除 く 。）（ 以 下「 対 象 乳 幼 児 」と い う 。）と す る 。  

 ⑴  法 第 3 9 条 第 1 項 に 規 定 す る 保 育 所  

 ⑵  就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進

に 関 す る 法 律 (平 成 1 8 年 法 律 第 7 7 号 )第 2 条 第 6 項 に 規 定 す る

認 定 こ ど も 園  

 ⑶  法 第 2 4 条 第 2 項 に 規 定 す る 家 庭 的 保 育 事 業 等  

 ⑷  子 ど も・子 育 て 支 援 法 施 行 令（ 平 成 2 6 年 政 令 第 2 1 3 号 ）第 1

条 に 定 め る 施 設  

（ 利 用 料 ）  

第 7 条  対 象 乳 幼 児 の 保 護 者 （ 以 下 「 保 護 者 」 と い う 。 ） は 、 第 2

条 の 場 所 に お い て 対 象 乳 幼 児 が 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 利 用 し た と

き は 、 利 用 料 を 規 則 で 定 め る 納 期 限 ま で に 納 付 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 納 付 す る 利 用 料 の 日 額 は 、 対 象 乳 幼 児 1 人 に

つ き 次 の 各 号 に 掲 げ る 利 用 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。  

⑴   第 3 条 第 1 号 に 掲 げ る 利 用 区 分  2 , 4 0 0 円  

⑵   第 3 条 第 2 号 に 掲 げ る 利 用 区 分  3 0 0 円 に 乳 児 等 通 園 支 援 事

業 を 利 用 し た 時 間 を 乗 じ た 額  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 を 利 用 し た 日 に

お い て 保 護 者 が 生 活 保 護 法（ 昭 和 2 5 年 法 律 第 1 4 4 号 ）第 6 条 第 1

項 に 規 定 す る 被 保 護 者 で あ る 場 合 は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 納 付 す

る 利 用 料 は 、 無 料 と す る 。  

４  第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 保 護 者 及 び 保 護 者 と 同 一 の 世 帯 に

属 す る 者 が 地 方 税 法（ 昭 和 2 5 年 法 律 第 2 2 6 号 ）の 規 定 に よ る 区 市

町 村 民 税 を 課 さ れ な い 者 で あ る 場 合（ 前 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。）

は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 納 付 す る 利 用 料 の 日 額 は 、 第 2 項 各 号 に

定 め る 額 の 2 割 に 相 当 す る 額 と す る 。  

５  第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 保 護 者 及 び 保 護 者 と 同 一 の 世 帯 に

属 す る 者 に つ い て 地 方 税 法 の 規 定 に よ る 区 市 町 村 民 税 の 同 法 第

2 9 2 条 第 1 項 第 2 号 に 規 定 す る 所 得 割 の 額 を 合 算 し た 額 が 7 万

7 , 1 0 1 円 未 満 で あ る 場 合（ 前 2 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 く 。）は 、第

1 項 の 規 定 に よ り 納 付 す る 利 用 料 の 日 額 は 、 第 2 項 各 号 に 定 め る

額 の 3 割 に 相 当 す る 額 と す る 。  



６  第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 区 長 が 対 象 乳 幼 児 及 び 保 護 者 の 心

身 の 状 況 及 び 養 育 環 境 等 を 踏 ま え 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 納 付 す る

利 用 料 を 軽 減 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る 場 合 （ 前 3 項 に 規 定

す る 場 合 を 除 く 。 ） は 、 第 1 項 の 規 定 に よ り 納 付 す る 利 用 料 の 日

額 は 、 第 2 項 各 号 に 定 め る 額 の 5 割 に 相 当 す る 額 と す る 。  

（ 利 用 料 の 決 定 通 知 等 ）  

第 8 条  区 長 は 、 利 用 料 を 決 定 し 、 又 は 変 更 し た と き は 、 規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 保 護 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 規 則 へ の 委 任 ）  

第 9 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

 

   附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  当 分 の 間 、 区 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 対 象 乳 幼 児 が 乳 児 等 通 園

支 援 事 業 を 利 用 し た 場 合 に お い て 、 第 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 納

付 す る 利 用 料 は 、同 条 第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、無 料 と す る 。こ

の 場 合 に お い て 、 第 8 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

  

（ 提 案 理 由 ）  

 新 宿 区 に お け る 乳 児 等 通 園 支 援 事 業 の 実 施 に 関 し 、 利 用 時 間 、 利

用 で き る 者 、 利 用 料 等 必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、 区 民 の 利 用 料

を 無 料 と す る 特 例 措 置 を 講 ず る 必 要 が あ る た め  

 


